
R３那林 「とくしま県版保安林」指定候補地調査業務 仕様書

この仕様書は，契約書に定めるものを除き，委託事業に関する必要な事項を定める。

１ 委託目的

森林の有する水資源及び県土の保全機能の維持増進を図るためには，「とくしま

県版保安林」として指定し，特定の行為を制限して管理する必要がある。

そのため，奥地の水源地域やダム上流域など，指定が適当と認められる森林の現

況等を調査し，円滑な手続に資する。

２ 業務内容

「とくしま県版保安林」の指定候補地の調査を実施する。

○指定に必要な現況調査（森林カルテ）

○標準地調査100平方メートルの実施

３ 調査箇所 （別添位置図参照）

阿南市大田井町松ノ岡92

○指定予定面積 約8.44ヘクタール

○現地測量 約3.20キロメートル

○標準地調査数 ３か所

阿南市細野町長手６１－１，６１－３

○指定予定面積 約8.75ヘクタール

○現地測量 約3.40キロメートル

○標準地調査数 ３か所

4 提出書類

○調査業務計画書

受注者は，この契約締結後７日以内に設計図書に基づいて業務計画書を作成

し，発注者に提出しなければならない。

○主任技術者通知書

受注者は，作業計画の立案，工程管理及び精度管理を統括するものとして主

任技術者を定め，その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならな

い。主任技術者を変更したときも，同様とする。

○業務履行報告書

受注者は，履行状況を所定の様式に基づき毎月作成し，履行月の翌月５日ま

でに監督員に提出しなければならない。



5 成果品

○現況調査票〔森林カルテ，現況写真〕（様式１）

○標準地調査票（林分密度管理図含む）（様式３）

○「とくしま県版保安林」指定関係図面（指定調査図）

※各３部提出

（成果品の提出期限）

令和４年３月１８日（金）

（成果品の提出先）

徳島県南部総合県民局 農林水産部 林業振興担当

〒771-5408

那賀郡那賀町吉野字弥八かへ６４－１ 那賀庁舎

6 その他

本仕様書に定めのない事項や疑義が生じた場合は，発注者と受注者とが協議の上，

定めるものとする。


